
5

規制対象は大規模事業所（原油換算1500KL以上）
⇒ 総量削減の義務化と排出量取引（日本初）
⇒ 業務系施設対象の都市型規制（世界初）
⇒ 罰則は50万円と企業名公表

総量規制の義務化理由
⇒ 公平さ・取組みの積極性を正しく評価
⇒ 省エネをトップマネジメントの課題に
⇒ 削減コストの経営経費化
⇒ 自ら削減（基本）＋排出量取引（補完手段）

導入のスケジュール：2020年までの長期スパン
⇒ 第一計画期間（5年間：2010～14）
⇒ 第二計画期間（5年間：2015～19）
⇒ 2010年から削減義務開始・計画書提出


